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目的：近年の消費生活の拡大化傾向は、交通不便な僻遠の地の住生活にも影響をS. ぽして

いる。本研究は、未だ伝統的要素を多く残す僻地を調査対象として、伝統的な間取りや住

様式の多様化の現状、居住者の住意識、生活歴、家庭経済の状況や、家族員の生活≫ |6|な

どと住宅型との関連を｡知り、住生活の変化を規定する要因を探ることを目的とした。

方法：鹿児島県薩摩郡上甑村江石地区を取り上げ、総戸数　130戸のうち、聴取り調査が可

能な老人のいる世帯を中心に37戸の事例調査を行う。調査時期は　1988年７月。

結果：住宅の間取りを基本にして｀型分けすると、３つに類別出来る。まず、在来型がある

か、これは平家を基準とし、間取りには、田の字型の他に。敷地の形や、規模の関係で２

室または３室しかない型もみられる。伝統的な高床の居室と、土間を板間化した一段低い

台所で構成されるのが普通である。内便所化、内風呂付への改造、台所設備のステンレス

既製品化、プロパン化は完全に終わっている。２番目の型は、在来型の改良型とみられる

が、昭和50年前後から後に建てられたものでは、中廊下のあるものが目立つ。以上のふた

つの型では、イスザを用いることは身体的故障などの例外的なケースであり、昔ながらの

ユカザ生活が行われている。最後に都市型ともいうべき新型がある加、これにはそれぞれ

の生活歴を反映した多様な住宅型が含まれる。二階家が増え、鉄筋コンクリート造もあり

食事のイスザ化も顕著である。都市生活で得た経済力の背景を無視することはできないが

住居観や生活意識の変化かうかがわれる。　〔この研究は、ベターホーム協会の研究助成

金に基づいて行われた共同調査（代表者：鳴門教育大学・星野久）による。〕
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目的　住宅内で階段から転落して死亡する人が1986年には年間650人弱に達すると報告さ

ている。このことは、階段が危険な場所であるということ示しているものである。そこ

で、住宅内にある階段を対象として、階段の安全性について検討した。

◆方法　仙台市内およびその近郊にある住宅80戸を無作意に抽出し、その内部にある一階

から二階への通路となっている階段を対象として、踏面、蹴上げ、幅それぞれの寸法およ

び手すり、滑り止めの有無を調査した。踏面と蹴上げの値より勾配を求め、手すりの有無

などとの関係を調ぺた。

◆結果　全測定対象のうち、79Xの階段の踏面は22CII以上26cin未満の範囲にあった。蹴上げ

は20cti以上24cin未満の範囲にあるものが全体の7ij:であった。勾配は　4a度以上44度未満の

ものが全体の56%で、44度以上のものが23%あった。また、69%の階段の幅は75cm以上であっ

た。それぞれの値の平均値は踏面2 3 . 8 en．蹴上げ2 1 . 5 cm、勾配42度、幅79.4CII1であった。

　手すりおよび滑り止めの両方を有する階段は全体の3.8%、手すりのみ有するものが33.83;

滑り止めのみ有するものが12.5X、どちらもないものが50J!あった。

◆考察　階段の勾配は建築基準法施工令で56度以下と規定されており、当然のことながら

これを上回るものはなかったが、使いやすいとされている範囲･ ）（28～38度）のものは□Ｘし

かなかった。また、手すりも滑り止めもない階段が半数もあり、このうちのほとんどが勾

配40度以上であったことから、調査を行った階段は転落の危険性を十分防止している構造

であるとはいえないことが示された。　　　　文献（１）藤井正’一「住居環境学入門」彰国社


